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（仮称）田原中山風力発電事業に係る環境影響評価方法書についての知事意見

風力発電事業は、 再生可能エネルギー の導入・普及に資するものであり、 地球温暖

化対策の観点からは望ましいものである。

一方、 本事業は、 対象事業実施区域（以下「区域」という。）の全域が三河湾国定公
園の第2種特別地城及び鳥獣保護区に指定されていることに加え、区城の一部が保安

林に指定されており、重要な自然環境のまとまりの場となっていることから、 事業の

実施に伴う動物、 植物及び生態系への重大な影響が懸念される。

また、 区域周辺の国定公園内には主要な眺望点が複数存在するとともに、風力発電

機の見えの大きさ（垂直視野角）は「圧迫感はあまり受けない」とされる垂直視野角

を超えると予測されていることから、地形改変及び施設の存在に伴う景観への重大な

影響が懸念される。

このため、計画段階環境配慮書（以下「配慮書」という。）についての知事意見にお

いて、重要な自然環境のまとまりの場の改変や景観への影響を回避するよう、 事業計

画を再検討することを求めている。

また、 配慮書についての経済産業大臣意見においても、 国定公園の風致景観の根幹

を成す海岸景観への重大な影響が懸念され、 また、 主要な展望地から展望する場合に

著しい妨げとなる可能性が極めて高いことから、当該国定公園の指定理由である海岸
景観に係る主要な展望地からの眺望景観に重大な影響を及ぼす範囲を区域から除外

することが求められている。

しかしながら、配慮書において求められた知事意見や経済産業大臣意見を踏まえた

事業計画の再検討を行ったとは認められず、方法書に示された事業計画は依然として

環境への重大な影響が懸念される。

以上を踏まえ、 事業者は、 事業計画の再検討を行った上で、 必要な環境影響評価手

続を行うこと。

なお、環境影響評価準備書（以下「準備書」という。）の手続を行う場合は、以下の

事項について十分に検討した上で、 適切に環境影響評価を実施し、 予測される影響に

対しては、 事業内容を十分に精査し、 最大限の環境保全措置を講ずることを強く求め

る。

1 全般的事項
(1)事業計画及び工事計画の詳細が明らかになっていないことから、これらを具体

化した上で、 それに至った検討経緯も含め、 準備書に記載すること。
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